
（裏）

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
十
九
年
六
月
二
十
八
日

広
島
県
知
事　

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

広
島
県
規
則
第
七
十
二
号

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
広
島
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

別
記
様
式
第
六
号
の
二　

中

「
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

　

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

「
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

　

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

　

改
め
る
。

（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
（
平
成
十
八
年
広
島
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

別
記
様
式
第
四
号　

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
２
　
市
町
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
市
町
民
税
課
税
世
帯
の
う
ち
世
帯
の
市
町
民
税
所

　
　
得
割
額
の
合
計
額
が

10
万
円
未
満
の
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

を

「
２
　
市
町
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
市
町
民
税
課
税
世
帯
の
う
ち
世
帯
の
市
町
民
税
所

　
　
得
割
額
の
合
計
額
が

16
万
円
未
満
の
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

に

（裏面）



（
裏
面
）

〈
　
所
得
の
区
分
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
　
〉

※
　
以
下
の
質
問
中
の
「
世
帯
」
と
は
，
自
立
支
援
医
療
を
受
診
す

る
方
が
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が
健
康
保
険
や
共
済
組
合
の
場
合
に
は
扶
養
・
被
扶
養

の
関
係
に
あ
る
方
全
員
，
国
民
健
康
保
険
の
場
合
に
は
一
緒
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
全
員
を
い
い
ま
す
。

○
　
自
立
支
援
医
療
を
受
診
す
る
方
が
属
す
る
「
世
帯
」
に
関
し
て
の
質
問

１
　
自
立
支
援
医
療
を
受
診
す

る
方
が
属
す
る
「
世
帯
」
は
，
生
活
保
護
の
認
定
を
受
け
て
い
ま
す
か
。

　
　
　
・
受
け
て
い
る
：
「
生

保
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
・
受
け
て
い
な
い
：
２

へ

２
　
自
立
支
援
医
療
を
受
診
す

る
方
が
属
す
る
「
世
帯
」
は
，
市
町
村
民
税
（
均
等
割
か
所
得
割
の
い
ず
れ
か
又
は
両
方
）
が
課
税
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

　
　
　
・
課
税
さ
れ
て
い
な
い

：
３
へ
（
市
町
村
民
税
非
課
税
証
明
書
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
）

　
　
　
・
課
税
さ
れ
て
い
る
：
４
へ
（
市
町
村
民
税
の
課
税
額
が
分
か
る
証
明
書
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
）

３
　
自
立
支
援
医
療
を
受
診
す
る
方
の
保
護
者
の
収
入
が
，
保
護
者
全
員
そ
れ
ぞ
れ

8
0
万
円
以
下
で
す
か
。

　
　
（
※
収
入
と
は
障
害
年
金

，
特
別
児
童
扶
養
手
当
，
特
別
障
害
者
手
当
等
を
含
め
た
収
入
の
合
計
額
で
す
。
収
入
の
内
容
が
分
か
る
書
類
を
ご
用
意
く
だ

　
　
　
さ
い
。
）

　
　
　
・
8
0
万
円
以
下
：
「
低
１
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
・
8
0
万
円
を
超
え
る
：
「
低
２
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
自
立
支
援
医
療
を
受
診
す

る
方
が
属
す
る
「
世
帯
」
の
う
ち
，
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
保
険
料
の
算
定
対
象
と
な
っ
て
い
る
方
（
国
民

健
康
保
険
の

　
場
合
は
被
保
険
者
全
員
，
国
民
健
康
保
険
以
外
の
場
合
は
被
保
険
者
や
組
合
員
な
ど
）
に
課
税
さ
れ
て
い
る
市
町
村
民
税
額
（
所
得
割
の
み
）
は
，
以
下
の

　
ど
の
金
額
に
該
当
し
ま
す
か

。

　
　
　
・
市
町
村
民
税
額
（
所

得
割
）
３
万

3
,
0
0
0
円
未
満
：
「
中
間
１
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
・
市
町
村
民
税
額
（
所

得
割
）
３
万

3
,
0
0
0
円
以
上

2
3
万

5
,
0
00

円
未
満
：
「
中
間
２
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
・
市
町
村
民
税
額
（
所

得
割
）
2
3
万

5
,
0
0
0
円
以
上
：
「
一
定
以
上
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

５
　
「
重
度
か
つ
継
続
」
（
※

下
記
参
照
）
に
該
当
し
ま
す
か
。

　
　
　
・
該
当
す
る
：
「
重
度

か
つ
継
続
」
の
「
該
当
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
・
該
当
し
な
い
：
「
重

度
か
つ
継
続
」
の
「
非
該
当
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
　
「
重
度
か
つ
継
続
」
の
対

象
範
囲

　
　
　
重
度
・
・
・
腎
臓
機
能

障
害
，
　
小
腸
機
能
障
害
，
　
免
疫
機
能
障
害

　
　
　
継
続
・
・
・
自
立
支
援

医
療
を
受
診
す
る
方
と
同
一
の
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
が
，
過
去

1
2
か
月
の
間
に
医
療
保
険
の
高
額
療
養
費
の
支
給

を
３
回
以

上
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
額
療

養
費
の
支
給
が
分
か
る
書
類
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
）

一
定
所
得
以
下

中
間
所
得
層

一
定
所
得

以
　
　
上

「
生

保
」

「
低
１
」

「
低
２
」

「
中
間
１
」

「
中
間
２
」

「
一
定
以
上
」

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

生
活
保

護
世
帯

世
帯
収
入
≦
8
0
万

世
帯
収
入
＞
8
0
万

市
町

村
民

税
＜

３
万

3,000

（
所
得
割
）

３
万

3
,
0
0
0
≦

市
町

村
民

税

＜
2
3
万

5
,
00

0

（
所
得
割
）

23
万

5,000≦
市

町
村

民
税

(
所
得
割
)

負
担
上
限
月
額

1
0
,
0
0
0
円

負
担
上
限
月
額

4
0
,
2
0
0
円

　
　
公
費
負
担
の

対
　
象
　
外

０
円

負
担
上
限
月
額

2
,
5
0
0
円

負
担
上
限
月
額

5
,
0
0
0
円

重

負
担
上
限
月
額

5
,
0
0
0
円

度
か

つ
継

負
担
上
限
月
額

1
0
,
0
0
0
円

　
続

負
担
上
限
月
額

2
0
,
0
0
0
円



　
　

別
記
様
式
第
五
号
別
紙
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別
紙

〈
　
該
当
す
る
所
得
区
分
と
重
度
か
つ
継
続
の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
（
精
神
通
院
）
　
〉

　
　
○
　
受
診
者
が
属
す
る
「
世
帯
」
に
関
し
て
の
質
問
に
順
次
答
え
な
が
ら
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
以
下
の
質
問
中
の
「
世
帯
」

と
は
，
受
診
者
と
同
一
の
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
全
員
を
い
い
ま
す
。
)

問
１
　
受
診
者
が
属
す
る
「
世
帯
」
は
，
生
活
保
護
の
認
定
を
受
け
て
い
ま
す
か
。

　
□
　
受
け
て
い
ま
す
　
　
⇒
　
「
生
保
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
□
　
受
け
て
い
ま
せ
ん
　
⇒
　
問
２
へ
。

問
２
　
受
診
者
が
属
す
る
「
世
帯
」
は
，
市
町
村
民
税
（
均
等
割
か
所
得
割
の
い
ず
れ
か
又
は
両
方
）
が
課
税
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

　
□
　
課
税
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
　
⇒
　
問
３
へ
。
（
市
町
村
民
税
の
非
課
税
状
況
が
分
か
る
書
類
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
）

　
□
　
課
税
さ
れ
て
い
ま
す
　
　
⇒
　
問
４
へ
。
（
市
町
村
民
税
の
課
税
状
況
が
分
か
る
書
類
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
)

問
３
　
受
診
者
の
収
入
は

8
0
万
円
以
下
で
す
か
。
（
受
診
者
が

1
8
歳
未
満
の
場
合
に
は
そ
の
保
護
者
全
員
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
が

8
0
万
円
以
下
で
す
か
。
）

　
（
※
収
入
と
は
障
害
年
金
，

特
別
児
童
扶
養
手
当
，
特
別
障
害
者
手
当
等
に
合
計
所
得
金
額
を
加
え
た
額
で
す
。
「
世
帯
調
書
」
を
参
照
し
な
が
ら
収
入

額

が
分
か
る
書
類
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
）

　
□
　
8
0
万
円
以
下
で
す
　

　
　
　
⇒
　
「
低
１
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
□
　
8
0
万
円
を
超
え
て
い

ま
す
　
⇒
　
「
低
２
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
４
　
受
診
者
が
属
す
る
同
一
の
医
療
保
険
の
「
世
帯
」
で
，
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
保
険
料
の
算
定
対
象
と
な
っ
て
い
る
方
（
国
民
健
康
保
険
の
場
合

は
被
保
険
者
全
員
，
国
民
健

康
保
険
以
外
の
場
合
は
被
保
険
者
や
組
合
員
な
ど
）
に
課
税
さ
れ
て
い
る
市
町
村
民
税
所
得
割
額
の
合
計
額
は
，
以
下
の
ど
の

金
額
に
該
当
し
ま
す
か
。

　
□
　
市
町
村
民
税
所
得
割
額
の
合
計
額
は
　
３
万

3
,
0
0
0
円
未
満

　
で
す
　
⇒
　
「
中
間
１
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。
問
５
へ
。

　
□
　
市
町
村
民
税
所
得
割
額

の
合
計
額
は
　
３
万

3
,
0
0
0
円
以
上

2
3
万

5
,
0
00

円
未
満
　
で
す
　
⇒
　
「
中
間
２
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。
問
５
へ

。

　
□
　
市
町
村
民
税
所
得
割
額

の
合
計
額
は
　
2
3
万

5
,
0
0
0
円
以
上
　
で
す
　
⇒
　
「
一
定
以
上
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。
問
５
へ
。

問
５
　
「
重
度
か
つ
継
続
」
（

次
の
「
重
度
か
つ
継
続
」
の
対
象
範
囲
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
）
に
該
当
し
ま
す
か
。

　
□
　
該
当
す
る
と
思
い
ま
す
　
　
⇒
　
「
重
度
か
つ
継
続
」
の
「
該
当
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
□
　
該
当
し
な
い
と
思
い
ま
す
　
⇒
　
「
重
度
か
つ
継
続
」
の
「
非
該
当
」
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
　
「
重
度
か
つ
継
続
」
の
対
象
範
囲

　
　
①
　
・
Ｆ
０
　
　
　
症
状
性
を
含
む
器
質
性
精
神
障
害

　
　
　
　
・
Ｆ
１
　
　
　
精
神
作
用
性
物
質
使
用
に
よ
る
精
神
及
び
行
動
の
障
害

　
　
　
　
・
Ｆ
２
　
　
　
統
合
失
調
症
，
統
合
失
調
症
型
障
害
及
び
妄
想
性
障
害

　
　
　
　
・
Ｆ
３
　
　
　
気
分
障
害

　
　
　
　
・
Ｇ
4
0
　
　
 
 
て
ん
か
ん

　
　
　
　
・
そ
の
他
　
　
精
神
医
療
に
一
定
以
上
の
経
験
を
有
す
る
医
師
が
判
断
し
た
方

　
　
　
　
　
（
詳
し
い
こ
と
は
，
現
在
通
院
中
の
医
療
機
関
の
主
治
医
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
）

　
　
②
　
医
療
保
険
の
多
数
該
当
（
直
近
の

1
2
か
月
以
内
に
３
回
以
上
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
）
の
方

所
得
区
分
の
概
念
図

一
定
所
得
以
下

中
間
所
得
層

一
定
所
得
以
上

〔
生
保
〕

生
活
保
護
世
帯

〔
低
１
〕

市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯

本
人
収
入
≦
8
0
万

〔
低
２
〕

市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯

本
人
収
入
＞
8
0
万

〔
中
間
１
〕

市
町
村
民
税

＜
３
万

3
,
0
0
0

（
所
得
割
）

〔
中
間
２
〕

３
万

3,000≦
市

町
村

民
税

＜
23

万
5,000

（
所
得
割
）

〔
一
定
以
上
〕

23
万

5,000≦
市

町
村

民
税

（
所
得
割
）

　
　
　
所
得
区
分
④

　
　
　
負
担
上
限
月
額

　
　
　
医
療
保
険
の
自
己
負
担
限
度
額

所
得
区
分
⑤

公
費
負
担
の
対
象
外

（
医

療
保

険
の

負
担

割
合
・
負
担
限
度
額
）

重
度

か
つ

継
続

　

　
　
所
得
区
分
①

　
　
負
担
０
円

　
所
得
区
分
②

　
負
担
上
限
月
額

　
2
,
5
0
0
円

　
所
得
区
分
③

　
負
担
上
限
月
額

　
5
,
0
0
0
円

　
所
得
区
分
④
′

　
負
担
上
限
月
額

　
5
,
0
0
0
円

　
所
得
区
分
④
″

　
負
担
上
限
月
額

　
1
0
,
0
0
0
円

　
所
得
区
分
⑤
′

　
負
担
上
限
月
額

　
2
0
,
0
0
0
円

　
　
（
注
１
）
　
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
本
人
収
入
は
，
受
診
者
が

1
8
歳
未
満
の
場
合
は
保
護
者
全
員
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
額
に
な
り
ま
す
。

　
　
（
注
２
）
　
所
得
区
分
⑤
′
は
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
後
３
年
間
の
経
過
措
置
で
将
来
見
直
し
が
あ
り
ま
す
。



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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